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■ 西伯病院健康サマースクール参加者募集 ■ 

 西伯病院では『フレイル予防でココロとカラダの健康寿命を延ばそう！』をテーマに、西伯病院健康サ

マースクールを開催します。全５回からなる健康サマースクールでは、座学に加え体の状態のセルフチェ

ックや体操など参加型のメニューをご用意しています。 

【日時・内容・講師】 ＊は参加型メニューの内容となります。 

日時 内容 講師 

６月４日(木)  

午前９時～１０時３０分 

『骨を強くしてフレイル予防(仮)』 

＊身体測定あり 

長谷川院長 

６月１０日(水) 

午前９時～１０時３０分 

『身近な危険を知り、転倒を予防して安心な毎日を』 

＊運動機能テスト、自主トレ指導 

リハビリスタッフ 

６月１７日(水) 

午前９時～１０時３０分 

『栄養、お口のフレイル予防』 

＊歯の磨き方、嚥下力チェック等 

栄養士、作業療法士、

歯科衛生士 

６月２４日(水) 

午前９時～１０時３０分 

『人生会議について』 

＊もしばなゲーム、終活手帳を書いてみる等 

緩和ケア委員会 

７月１日(水) 

午前９時～１０時３０分 

『頭のフレイル予防(仮)』 

＊健康寿命チェック 

高田医師 

【 場 所 】 西伯病院 地域交流ホール 

【 定 員 】 先着２０名 ※定員に達した場合は申し込みを終了します。ご了承ください。 

【 そ の 他 】 参加者には、たすかーどのポイント付与があります。（町内の方のみ） 

【申込・問い合わせ先】 西伯病院地域連携室 ☎６６－５２６９ 

■ 「聴こえの相談会」開催のお知らせ ■ 

 令和８年７月より「聴こえの相談会」を開催します。年齢を重ねると、自分でも気づかないうちに聴力

が低下していることがあります。聴こえにくさをそのままにせず、今の聴こえの状態やこれからの対応な

どを知り、いつまでも生き生きとした生活を送りましょう。ご家族がご一緒でも相談できます。お気軽に

ご相談ください。 ※料金は無料、事前予約が必要です。 

【 日 時 】 ７月８日（水）（７月以降、毎月１回実施します。） 

①午後１時４０分 ②午後２時２０分 ③午後３時 

【 場 所 】 健康管理センターすこやか 

【 内 容 】 問診・聴覚検査・言語聴覚士による相談 

（補聴器をご使用中の方もご相談いただけます） 

【予約・問い合わせ先】 健康対策課 ☎６６－５５２４ 

▲申し込み二次元コード 



 

  
■ 南部町国民健康保険 人間ドックの再募集について ■ 

 南部町国民健康保険に加入している方を対象に人間ドック受診の募集を行いましたが、定員に達していな

いため、再募集を行います。受診を希望される方は、この機会にぜひお申し込みください。 

【対象となる方】 

・南部町国民健康保険に加入しており、今年度末時点で年齢が３６歳以上７４歳以下の方 

  ※申請時、今年度の健（検）診を既に受診済みの方は対象となりません。 

【申込に必要なもの】 

・人間ドック受診申込書 

（４月にお送りした案内文に同封しています。お持ちでない方は健康対策課に用意しています。） 

・令和８年度健康診査・各種がん検診受診券 一式 

（黄色の封筒で５月下旬までに対象の方にお送りします。） 

【 申 込 締 切 】 ６月１２日（金） 

※定員に達した場合は申し込みを終了します。ご了承ください。 

【申込・問い合わせ先】 健康対策課 ☎６６－５５２４ 

■ 南部町立図書館運営協議会 公募委員を募集します ■ 

 南部町立図書館では、図書館の適正な運営を図るため、南部町立図書館運営協議会を設置しています。

運営及びサービスの充実向上を目的とし、協力していただける協議会委員を公募により募集します。 

○活動概要 

＜内容＞ 図書館の事業計画、諸行事、図書館利活用者の拡充、暮らしに役立つ図書館実現に向けた

取り組み等についての協議及び運営への協力 

＜構成＞ １２名以内（うち公募委員３名以内） 

【 募 集 人 数 】 ３名 

【 任 期 】 令和８年６月１日から令和１０年５月３１日までの２年間 

【 応 募 資 格 】 南部町に住所を有する満１８歳以上の町民の方 

※ただし、現在南部町の他付属機関の公募委員をされている方は除く。 

【 応 募 方 法 】 申込用紙に必要事項を記載し、次のいずれかにより提出ください。 

①持参：法勝寺図書館または天萬図書館 

②郵送：〒683-0351 南部町法勝寺３４１番地 法勝寺図書館宛 または 

    〒683-0201 南部町天萬５５８番地 天萬図書館宛 

③ファクシミリ：法勝寺図書館（４６－０８７１）／天萬図書館（６４－３７９５） 

④メール：toshokan@town.tottori-nanbu.lg.jp 

※募集要項及び申込用紙は、法勝寺図書館または天萬図書館にあります。 

図書館ホームページからもダウンロードできます。 

※応募された書類は返却しませんのであらかじめご了承ください。 

【 申 込 締 切 】 ５月３１日（日） ※必着 

【提出・問い合わせ先】 法勝寺図書館 ☎６６－４４６３ 天萬図書館 ☎６４－３７９１ 



 

 

  

■ 防災用品購入事業補助金をご活用ください ■ 

 令和８年１月６日に発生した島根県東部を震源とする地震の教訓等を踏まえ、各ご家庭における自助力

向上を図り、災害時の人的被害の軽減につなげるために、町では「防災用品購入事業補助金」の導入を始

めました。災害に備えて、日頃から防災用品を準備しておきましょう！ 

【防災用品の種類】  

（１）防災セット（既製品） 

食料品、飲料水、懐中電灯、ラジオ、携帯トイレ、その他の防災用品でリュックサック等の非常

用持ち出し袋類と一式で販売されているもの。 

（２）簡易トイレ（凝固剤式） 

（３）家具転倒防止器具 

【補助金の申請について】  

・補助対象経費は、防災用品の購入費です。（ポイント、クーポン、送料等を除く。） 

・補助金額については、補助対象経費に１/２を乗じて得た額（上限額：５，０００ 円）です。 

 （１００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。） 

・補助金の申請は、１世帯につき１回限りとします。 

・補助金の交付は、行政ポイント（たすかーど）で交付いたします。 

【手続きの流れ】 

 ①防災用品を購入。 

②交付申請書兼請求書、領収書またはレシート、カタログまたは写真等を役場へ提出。 

③役場からの交付決定通知を送付。 

④補助金額を行政ポイント（たすかーど）としてお支払い。 

【問い合わせ先】 総務課 ☎６６－３１１２ 

■ 南部町家庭教育支援チーム（スマイルサポートなんぶ）による「戸別家庭訪問」

のお知らせ ■ 

 小学１年生の全家庭を訪問し、新入学に際しての不安や子育てに係る心配や悩みなどを伺い、保護者と

ともに軽減や解消に向かえるよう努めています。なお、２月にお伺いした担当者２名が訪問します。今回

は以下の日程で実施します。 

【 日 程 】 ５月２７日（水）、２８日（木）、２９日（金）、６月１日（月）、２日（火）の 

いずれか１日 

【訪問時間帯】 午後５時３０分から７時の間、５～１０分間程度 

【 訪 問 先 】 令和８年度小学１年生のお子さんのご家庭 

【 訪 問 内 容 】 お子さんの生活の様子や子育ての不安や相談、家庭教育支援に関する情報提供など 

【問い合わせ先】 教育委員会事務局 総務・学校教育課 ☎６４－３７８７ 

■ 「心の健康相談会」開催のお知らせ ■ 

 眠れない、気持ちが落ち込む、不安な気持ちがとれない、イライラする、身近な人の悩み・・・その他、

心に関する相談を西伯病院公認心理師が伺います。無料の個別相談です。秘密は厳守しますので、お気軽

にご利用ください。（※要予約） 

【 日 に ち 】 ６月１６日（火） 

【 時 間 】 ①午後１時３０分  ②午後２時３０分  ③午後３時３０分 

【 場 所 】 健康管理センターすこやか 

【予約・問い合わせ先】 健康対策課 ☎６６－５５２４ 

 

 



 

  

■ 宅配ボックスの購入設置補助金について ■ 

 再配達で排出される温室効果ガスの削減による環境への配慮と運送事業者の負担軽減のため、留守中でも

配達物を受け取ることができる宅配ボックス等の購入設置について補助金を交付します。 

【 申 請 締 切 】 令和９年２月２６日（金）まで 

【助成対象者】 南部町内に住民登録がある個人（１世帯につき１個） 

【対象となる宅配ボックス】 

（１）縦、横及び高さの３辺の長さの合計が１００センチメートルの物品を収納することが可能なもの 

（２）屋外に設置でき、ワイヤー・アンカーその他の盗難防止のための器具で固定されたもの 

（３）宅配ボックス等の名称が明記されている商品であって、単に屋外で物品を保管する箱でないもの 

（４）申請日から過去１年以内に購入されたもの 

【 補 助 額 】 購入設置費用（送料、消費税を除く）の２分の１（上限１万円） 

【 予 算 額 】 ５０万円（先着順に受付し、予算額に達した時点で受付を終了します。） 

【申請に必要なもの】 ①申請書兼請求書 ②領収証の写しまたは支払ったことが分かる書類  

           ③宅配ボックスの設置写真 ④カタログまたは取扱説明書 

           ⑤口座の分かるもの（南部町に口座の登録があれば不要） 

【 申 請 場 所 】 町民生活課（法勝寺庁舎、天萬庁舎） 

【問い合わせ先】 町民生活課（天萬庁舎） ☎６４－３７８１ 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

 認知症の方を介護されている家族のつどいを開催します。介護についての日頃の思いを話し合う場です。 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、相談・助言を受けることができます。 

※参加申し込みは不要です。男性介護者の方も是非ご参加ください。 

【 日 時 】 ６月２６日（金） 午前１０時～正午 

                 ※途中からの参加や退席も可能です。ご都合に合わせてご参加ください。 

【 場 所 】 キナルなんぶ２階 会議室 

【問い合わせ先】 健康対策課 ☎６６－５５２４ 

■ ふれあい道路サポート事業（燃料支給）をご利用ください ■ 

 区（地域）で町道の除草を行っていただく場合に燃料を支給します。 

【 対 象 道 路 】 地区作業で除草を行う以下の町道 

・集落から幹線道路へ連結する町道 

・集落間をつなぐ町道 

【 対 象 団 体 】 地域振興協議会、自治会等 

【 申 請 方 法 】 除草作業予定日の２週間前までに、実施申請書と作業箇所が分かる図面等を建設課へ提

出してください。 

【 引 き 渡 し 】 町内の指定ガソリンスタンドで燃料の引き渡しを行います。 

【 支 給 燃 料 】 実施延長（ｍ）×０．０１ℓ 

※１集落の支給上限量は、１年度あたり３６ℓです。 

【 完 了 報 告 】 除草作業終了後に、建設課へ完了報告書を提出してください。 

【問い合わせ先】 建設課 ☎６６－３１１５ 

認知症の人と家族の会鳥取県支部

ホームページ▶ 



 

  

申込みは 

こちらから▶ 

■ 令和８年度第１回南部町職員採用試験案内 ■ 

 令和９年４月１日採用予定の南部町職員採用試験を行います。 

【募集職種・採用予定者数・受験資格】 

募集職種 採用予定者数 受 験 資 格 

一般事務 若干名 ・住所要件なし 

・平成３年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた方で 

 高等学校在校生でない方 土木技師 １名 

保健師 １名 

・住所要件なし 

・平成３年４月２日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方

（令和９年３月３１日までに取得見込みのある方を含む） 

【 申 込 方 法 】 インターネット電子申請による申込 

（とっとり電子申請サービス（南部町）の「令和８年度第１回南部町職員採用試験申込」

から入力） 

【 受 付 期 間 】 ６月１８日（木）午後３時まで 

【 試 験 日 】 

日にち 場所 職種 

７月４日（土）～１２日（日） テストセンター 一般事務 

７月１２日（日） 伯耆町農村環境改善センター 一般事務・土木技師・保健師 

【 試 験 内 容 】 教養または専門試験、事務適性検査、性格特性検査 

（作文試験、面接試験は二次試験で実施） 

【問い合わせ先】 総務課 ☎６６－３１１２ 

         ※詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

■ 「オレンジカフェ」開催のお知らせ ■ 

 どなたでも自由に参加し交流する集いの場「オレンジカフェ」を開催します。介護や認知症についての

個別相談もできます。 

 ※申込不要です。ご都合に合わせてご参加ください。中止の場合は防災無線放送でお知らせします。 

《 さくらカフェあいみ 》  

日 時 ６月２日（火） 午後１時３０分～３時３０分 

場 所 「てま里」交流スペース （天萬庁舎近く） 

内 容 「言葉遊び」・お茶を飲みながら楽しくおしゃべり 

お茶代 １００円 

《 米やカフェ 》 

日 時 ６月１６日（火） 午前９時３０分～１１時００分 

場 所 えん処 米や （旧法勝寺街道） 

内 容 「懐かしい曲・音楽会」・お茶を飲みながら楽しくおしゃべり 

お茶代 １００円 

【問い合わせ先】 健康対策課 ☎６６－５５２４ 



 

 

■ 南部町家庭用発電設備等導入推進補助金のご案内 ■ 

太陽光をはじめ再生可能エネルギー機器や電気自動車、エコキュートやエネファームなどの省エネ設備

を導入される方に、予算の範囲内で補助金を交付します。 

【 申 請 受 付 】 令和９年１月２９日（金）午後５時まで 

※既に工事着手している場合は対象となりません。 

※実績報告書を令和９年２月末までに提出してください。 

【 対 象 者 】 町内に住所があり、町内の住宅（店舗等との併用住宅を含む）に補助対象設備を導入

する方 ※実績報告時に町内在住も可 

【 補 助 要 件 】 申請者が発注する事業者、施工業者はいずれも県内事業者であること 

【対象事業及び補助金】 ※同一対象設備を補助対象とした国補助金との併用はできません 

≪補助対象…補助枠／件≫ ≪金額≫ 

①太陽光発電システム…３０件 最大出力１kWあたり１０万円（上限６０万円） 

②カーポート 

（太陽光発電システムを搭載したもの）…３件 

対象経費×１/３（上限６０万円） 

③家庭用燃料電池…１件 対象経費×１/２（上限１２万円） 

④太陽熱利用機器…８件 対象経費×２/３（上限２０万円） 

⑤薪ストーブ等…２件 対象経費（本体と煙突）×２/３（上限２０万円） 

⑥家庭用蓄電池等 蓄電池…３０件 蓄電容量１kWhあたり１０万円（上限６５万円） 

※ＦＩＴ、ＦＩＰ制度利用の場合は、 

蓄電容量１kWhあたり７.５万円（上限４０万円） 

Ｖ２Ｈ…５件 対象経費×１/２（上限２０万円） 

※電気自動車を同時導入の場合は上限５０万円 

⑦省エネ設備等 

…３０件 

電気ヒートポンプ給湯

器、ヒートポンプ・ガス

瞬間式併用型給湯器 

対象経費×１/２（上限１０万円） 

小型風力発電 対象経費×１/２（上限７.５万円） 

⑧ＨＥＭＳ（家庭用エネルギー管理システム） 

…５件 

上限２万円 

⑨電気自動車等…４件 蓄電容量の１/２×４万円（上限ＣＥＶ補助額） 

【 申 請 場 所 】 町民生活課（法勝寺庁舎、天萬庁舎） 

【問い合わせ先】 町民生活課（天萬庁舎） ☎６４－３７８１ 


